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はじめに

  数年前まで、ＮＰＯ（民間非営利組織）と

いっても、ほとんど誰も知らなかったが、今

では、この言葉がマスメディアに登場しない

日はない。ＮＰＯというコンセプトは、確実

に市民の間に広まっている。しかし、ややも

すれば、ＮＰＯの現状を無視して日本社会の

行き詰まりを打破する救世主のごとく礼賛す

るムードがないとは言い切れない。ＮＰＯの

現実は正しく理解されているのだろうか。

　ＮＰＯ研究の第一人者、レスター・サラモ

ン教授（ジョン・ホプキンス大学）は、『ＮＰ

Ｏ最前線』（岩波書店、99 年）のなかで、一

般市民がＮＰＯに対していだくイメージと、

ＮＰＯの現実には大きなギャップがあると指

摘している。この指摘は、日本にもあてはま

るのではないだろうか。

本稿では、ＮＰＯに関してしばしば聞かれ

る質問（Frequently Asked Questions、ＦＡ

Ｑ）に答えながら、ＮＰＯの実像を明らかに

したい。

問１．ＮＰＯが注目されるのはなぜか？

  日本では、95 年の阪神大震災の時に、多く

のボランティア団体が災害救援や生活の復

旧・復興に活躍したことを契機に、ＮＰＯの

存在と意義が広く知られるようになった。し

かし、このような非常時に限らず、人口の高

齢化にともなう介護需要の急増など、ＮＰＯ

の提供するサービスに対する需要は、今後ま

すます増大してくると考えられる。

また、高度成長時代が終わり、人々の価値

観が多様化するなかで、政府の一元的・画一

的なサービスだけでは、公共的ニーズのすべ

てを満たすことはできなくなっている。規制

緩和、民営化、地方分権といった政府・公共

部門のリストラが進展してくると、ＮＰＯの

役割もおのずから重要性を増してくるだろう。

  ＮＰＯは、日本国内だけでなく、世界の様々

な国・地域で台頭してきている。ジョン・ホ

プキンス大学のサラモン教授は、これを「世

界的非営利革命（ global associational

revolution）」と呼び、19 世紀後半の国民国

家の成立に匹敵するインパクトを持つと主張

している。とりわけ、ヨーロッパにおける福
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祉国家の行き詰まりや旧ソ連・東欧諸国の市

場経済への移行などを契機にして、これら地

域で非営利セクターのめざましい成長が始ま

ったことは特筆に値する。

最近、日本を含む 20 カ国以上が参加したＮ

ＰＯに関する大規模な国際比較研究の成果が

公表された（Salamon et.al., 99）。これによ

ると、日本の非営利セクターに働く人は、95

年にはフルタイム労働者に換算して 216 万人

と推計される（宗教を除く。以下同じ）。これ

は日本の非農業総就業者数の 3.5％に相当す

る。この比率は、国際間でばらつきがあり、

日本は低い方に属する（図１）。

しかし、日本の非営利セクターの規模は決

して小さいとはいえない。政府部門（中央、

地方、公営企業を含む）の就業者数 538 万人

と比較すると、非営利セクター就業者は、そ

の 40％に相当する。これをみると、日本の非

営利セクターが相当な雇用吸収力を持つもの

であることが理解できよう。

  90 年には非営利セクターの総就業者数は

169 万人であったから、５年間で 47万人、28％

増加したことになる。この間、日本経済は深

刻な不況を経験し、総就業者も 2.3％しか増

加していない。この結果、ＮＰＯ就業者の総

就業者に占める比率は、2.9％から 3.5％に高

まっている。

今後長期的にみてＮＰＯの経済的地位はさ

らに高まる可能性がある。人口の高齢化は、

ＮＰＯの成長・発展を促す要因の一つである。

よく知られているように、日本の高齢化のス

ピードは、世界に例をみないものになりそう

である。来るべき超高齢社会はコストのかか

る社会である。これまでのように、何でも政

府がやっていては限りなく大きな政府を持つ

ことになりかねない。これを避けるためには、

ＮＰＯの力がどうしても必要である。公的介

護保険のスタートを契機に、これまで行政が

直接提供していた、伝統的な老人ホーム等で

の施設介護に加え、デイケア、給食、入浴、

健康管理、家事代行など、在宅介護に関連す

るサービスにおいても、そのかなりの部分を

ＮＰＯが供給するようになるかもしれない。

出所：Salamon et.al(99)

図１ 総就業者に占めるＮＰＯの就業者の割合
                                    （95年）
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問２．ＮＰＯとボランティアの違いは？

　ＮＰＯは、民間非営利「組織」であり、ボ

ランティアはそれを支える投入要素の一つで

ある。

　阪神大震災の時に、ボランティアが華々し

い活躍を見せたという記憶がまだ残っている

ためか、日本ではボランティアをことさら礼

賛する風潮がないわけではない。ＮＰＯ法（特

定非営利活動促進法）でも、目的条項のなか

に、ボランティア活動が、特定非営利活動と

して例示されている。

　しかし、ボランティアのマンパワーだけで

は、ＮＰＯという組織は成り立たないし、安

定した活動を行うこともできない。ＮＰＯが

一定の収入をあげ、そのなかからスタッフに

給料が払えれば、それに越したことはない。

ボランティア精神が重要だということは否定

しないが、ボランティアであるが故に尊いと

考えるのは誤りである。

  ＮＰＯと聞くと、小さな、場合によっては

共用のオフィスと数人のスタッフで運営され

る小規模のボランティア団体のことを思い浮

かべる人が多いと思う。もちろん、これもＮ

ＰＯには違いない。しかし、一方では、日本

相撲協会やＪＡＦ（日本自動車連盟）、ＹＭＣ

Ａといった巨大ＮＰＯがあることを忘れては

ならない。また、私立学校を経営する学校法

人、福祉施設を運営する社会福祉法人なども

ＮＰＯに含まれる。さらには、ＩＯＣ（国際

オリンピック委員会）もＮＰＯであるし、や

や特殊であるが、臓器移植ネットワークや骨

髄バンクのようなネットワーク型ＮＰＯもあ

る。

　前者のタイプのＮＰＯの多くは、牧歌的な

草の根団体の域を出ないでいる一方、後者の

タイプのＮＰＯには、急速にプロフェッショ

ナル化し、官僚化しているものが増えている。

このようなＮＰＯの多様性、あるいは二極化

の進行が誤解の一因であろう。

  なお、ＮＰＯと並んで、ＮＧＯ（non-

governmental organization、民間非政府組

織）ということばもよく登場する。この両者

は、同じような実態の組織の別名称であると

考えればよい。営利を追求しないとか、利潤

を分配しないことを強調するときにＮＰＯと

いう呼び方が好まれ、他方、政府からの独立

を強調するときにＮＧＯが使われるという傾

向がある。この non-governmental ということ

ばには、国境にとらわれないという意味もあ

るから、そこからの類推でＮＧＯといえば国

境を越えて活動する民間国際援助団体のこと

を意味する場合もある。

問３．ＮＰＯは政府にできないことができる？

  ＮＰＯは各国の経済社会のなかで、決して

無視できない地位を占めている。そもそもＮ

ＰＯはなぜ存在するのだろうか。ＮＰＯの存

在意義をあらためて考えてみよう。

　教育、医療、芸術・文化など、公共性を持

ったサービスは、政府がもっぱら供給する場
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合がある。しかし、公共性を持ったサービス

をすべて政府が供給すべきだというわけでも

ないし、現実に政府がすべて供給しているわ

けでもない。

　しかし、元々政府の機能が弱体だったらど

うであろうか。このような場合、公共サービ

スが不足していることに不満を持つ人々は、

互いに同好の士を募り、共同して公共サービ

スを自分たちで供給しようとするのではない

だろうか。これこそ、ＮＰＯの原型であると

いえる。

　たとえば、開拓時代のアメリカでは、しっ

かりした政府や地方自治体はなかったから、

市民は、自分たちで学校や病院を建設し、運

営した。アメリカを旅したフランス人思想家、

アレクシス・ドゥ・トクヴィルが見た世界は、

まさに市民が自らＮＰＯを作って公共サービ

スを供給していた若い共和国の姿であった。

　日本でも、近世の大阪には、ＮＰＯが育つ

土壌があった。幕府が江戸に移った後の近世

都市大阪には、幕府のカネは十分回ってこな

かった。そこで、力を付けつつあった商人達

は、みずから資金を集め、堀や橋、集会施設

などの公共施設を建設した。たとえば、道頓

堀は、これをみずから作った商人の名にちな

んで名付けられたものであるし、淀屋橋も同

様である。中央公会堂や現在の府立図書館も、

もともとは民間人の手によって作られたもの

だとされている。

　以上は、政府の機能が弱体である場合であ

るが、たとえ政府の機能が強力であっても、

人々の公共サービスに対する需要が多様であ

れば、政府では対応できないことがある。

政府が直接供給するサービスは、無個性・

画一的なものになりがちであるが、小回りの

利くＮＰＯはもともと少量多品種生産に向い

ており、公共サービスに対する需要の多様化

に対応しやすい。ＮＰＯは、政府よりも消費

者のニーズに適合した質の高いサービスを、

より効率的に（より安いコストで）供給でき

る可能性が高いのである。

たとえば、現在の日本で、高等学校をすべ

て公立学校にすることはやってできないこと

ではないが、それでは教育に対する多様な

ニーズに応えることができない。特定の宗教

に裏打ちされた教育カリキュラムを好む親も

いるだろうし、登校拒否児童のための学校や、

規則に縛られない「フリー・スクール」を必

要とする人もいるであろう。子供を名門女子

校に入れたいと思う親も少なくないであろう。

これらのニーズをすべて公立学校で満たすこ

とはできない。

　こうした需要の多様性は、生活水準の向上

と共に顕著になると考えられる。食べていく

のがやっとというような段階では、需要の多

様性が顕在化する余地はない。生活水準が上

ってはじめて、ある人は前衛劇を観たいと思

い、ある人はラクロスをしたいと思い、また

別の人は豪華な有料老人ホームで余生を送り

たいと望むのである。

ＮＰＯは、こうした差別化されたニーズに、

政府の官僚機構よりもうまく対応できると考

えられている。全国の国立大学のキャンパス

がどれも似たり寄ったりなのに対し、私立大

学のキャンパスが個性を競っているのはその

よい例といえるだろう。

ここ数年、政府や官僚に対する信頼は大き

く揺らいでいる。以前から無駄が指摘されて

いる公共事業を別としても、大蔵省、厚生省、

防衛庁、科学技術庁などで発覚した一連のス
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キャンダルは、官僚機構というものがただ融

通がきかないだけでなく、ダーティーである

というイメージを一般市民のなかに植えつけ

た。

こうした中央集権型政府は、日本が欧米先

進国に追いつこうとキャッチアップ型成長を

目指した高度成長時期にはある程度機能した

かもしれないが、価値観の多様化が進む現代

にあっては、前時代的な遺物になりつつある。

こうして、政府のリストラが声高に叫ばれ、

規制緩和、民営化、民間業務委託、地方分権

の推進といった制度改革の流れが押し寄せて

きている。政府がこれまで直接供給していた

サービスの多くは、だれかがそれを肩代わり

しなければならないから、政府部門のリスト

ラは、ＮＰＯの潜在的なビジネス・チャンス

を生み出すものであるといえる。

問４．ＮＰＯは営利企業より信頼できる？

　それでは、こうしたきめ細かい公共サービ

スの提供は、営利企業ではできないのだろう

か。教育の例を続けると、予備校や学習塾は、

営利形態をとっている場合が少なくない。予

備校は、競争の激しい受験産業で鍛えられて

いるから、受験生向けのきめ細かいサービス

には定評がある。

　営利企業の形態をとっていると、サービス

の販売収入で、コストをまかなって利益を出

さなければならない。しかし、基礎研究を行

う研究型大学（research university）の場合、

授業料だけでそうした基礎研究のコストをま

かなうのは非現実的である。収入の一部は民

間の寄付や助成金に頼らざるをえない。

　さて、寄付者あるいは助成財団は、その対

象として営利の学校と非営利の学校があった

場合、どちらに寄付をするだろうか。多くの

寄付者は非営利の学校に寄付するだろう。非

営利の学校には、利潤を外部に分配できない

という「非分配制約」の縛りがかかっている

から、寄付者たちは、彼らの目的が効果的に

達成されると考えるだろう。

　寄付者が、寄付の使われ方をずっとモニ

ターすることができるのならば問題はないが、

そのようなことをすれば大変コストがかかる

ため、現実的ではない。これは、経済学でプ

リンシパル・エージェント問題といわれるも

ので、不完全情報の下では、プリンシパル（依

頼人、ここでは寄付者）がエージェント（代

理人、ここではＮＰＯまたは企業）の行動を

十分モニターできないため、プリンシパルの

思惑通りにエージェントが行動しないという

問題である。こうした状況では、寄付者は、

寄付対象を営利か非営利かという組織の外見

で判断するしかない。

　同じような問題は、事業型のＮＰＯとその

利用者の間でも発生する。たとえば、入居す

る老人ホームを探している人にとって、それ

ぞれの老人ホームのサービスの質を契約前に

正確に把握するのは困難である。このように、

サービスの消費者と生産者の間で、情報の非

対称性がある場合には、消費者は、組織形態

をみて、サービスの質を推し量ることになる。

これは、市場の失敗の一種であるが、ＮＰＯ

に関連する文脈では、特に「契約の失敗」と

呼ばれることがある。いずれにせよ、契約の
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失敗論によれば、消費者は、真実がどうあれ、

利益を分配できないという「非分配制約」に

縛られたＮＰＯの方がサービスの質が高いと

考えがちなので、ＮＰＯが供給者として選ば

れるというように考えるのである。

　しかし、実際に、ＮＰＯが、営利企業より

も社会的に有意義な活動をしているとは限ら

ない。アダム・スミスに聞くまでもなく、市

場システムがうまく働けば、利潤を追求する

営利企業の活動は、「見えざる手」に導かれて、

社会的に望ましい結果を生み出す。

　市場の評価は非常に厳しいものがある。非

効率的な活動を行う企業は、消費者の支持を

得られず、市場から放逐されることになるだ

ろう。しかし、ＮＰＯは、そうした厳しいテ

ストを免れているから、つねに「ぬるま湯」

の甘さがつきまとう。

　悪いことには、ＮＰＯに対する人々の思い

入れが、ＮＰＯをますます増長させることも

ありえる。あるいは、ディスクロージャー義

務がほとんど課せられていないため、ＮＰＯ

であることを隠れ蓑にして悪事を働くという

ことも起こりうる。最近のＩＯＣ（国際オリ

ンピック委員会）のスキャンダルはそのよい

例であろう。公益法人や宗教法人、医療法人、

学校法人などの不正が新聞の社会面をにぎわ

せることもよくある。これらの事実も、非営

利イコール善ではないということを端的に物

語っている。

　医療サービスや学校教育を営利企業に開放

しようとすると、反対の大合唱が起きること

がある。この背景には、非営利であれば安心

だが、営利だと何をしでかすか分からないと

いう漠然とした先入観があるのではないだろ

うか。非営利組織には、非分配制約が課せら

れているから、信頼を得やすいのはある意味

では当然であるが、時と場合によっては、営

利企業が参入した方が、かえって消費者に利

益をもたらすことがある。これは、営利企業

の方が、効率性追求やコスト節約に積極的で

あり、また資本市場で資金調達できるため、

大きな投資をしようという時には有利だから

である。

問５．ＩＴ革命はＮＰＯにとって福音か？

  情報ネットワークの発達は、ＮＰＯの発展

を促す重要な要素である。特に世界的なイン

ターネットの普及が、ＮＰＯの発展に重要な

意味を持っている。インターネットを通じた

情報収集や情報発信のコストはきわめて低く

なっているから、小規模なＮＰＯでも、政府

や巨大多国籍企業と同等以上の質と量の情報

を取り扱うことができる。

これは、政府や営利企業と比較したＮＰＯ

の相対的な地位を高めることになった。たと

えば、これまで国際間の交渉ごとは情報上の

優位を背景とした外交官の独壇場だったが、

インターネットはこうした情報独占を打ち破

り、ＮＰＯも、国際会議などで外交官と対等

以上の交渉力を持つようになった。

また、ＮＰＯどうしが情報ネットワークで

結ばれることにより、ＮＰＯの分業化、専門

化が促進される面もある。その兆しとして、

地球温暖化防止会議、対人地雷禁止条約、中

東をはじめとする和平協議などにＮＰＯが果
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たした（あるいは果たしつつある）積極的な

役割が注目される。

  一方、現代のＩＴ革命そのものが、ある種

のＮＰＯ活動だということを指摘しておきた

い。インターネットの発達史をみると、サー

ビス精神にあふれた無数のボランティアたち

が、ネットワークを構築し、ネットワーク用

ソフトウェアを開発し、それらの多くを無償

で流通させるといった営みを通じて、イン

ターネットの普及を促進したのである。

また、最近の LINUX にみられるような、オー

プンソースを身上とするような基本ソフトの

開発をみると、ＮＰＯあるいはボランティア

との親和性が非常に高いことに気付かされる。

　オープンソースの理論的指導者であるエリ

ック・レイモンド（Open Source Initiative

会長）は、ソフト開発の手法に伽藍式とバザー

ル式の二つの種類があるという（エリック・

レイモンド『伽藍とバザール』光芒社）。

伽藍式では、有給のソフト技術者が分業し

て担当部分のソフトを書き、それを統合する

形でソフトを仕上げていく。ソースコードは

秘匿され、開発が完成するまでソフト自体も

公開されない。マイクロソフトが Windows の

開発に用いた手法は、こうした伝統的なやり

方だった。

　これに対して、バザール式では、最初にソー

スコードが公開され（オープンソース）、無数

のボランティアのソフト技術者が勝手に拡張

や改良を行い、全体として完成度を高めてい

く方法である。完成したソフトも基本的に無

償で供給される（フリーソフト）。最近急成長

している LINUX の開発は、基本的にこのバ

ザール式のものであった。

　伽藍とバザールの対比は、日本型官民関係

を考える上でもきわめて有益である。この文

脈のなかで考えると次のようになろう。

　官僚機構は典型的に「伽藍型」である。な

ぜなら、官僚機構は、法律の執行者であり、

事務次官以下、それぞれの部署があらかじめ

決められた所掌にしたがって、事務を遂行す

る。かれらは、堅固な中央集権組織を持ち、

外部から職権で集めた政策情報を占有すると

ともに、それに基づき政策決定を内部で行う。

意思決定プロセスは外部からは分からない。

官僚機構から民間セクターへの政策の伝達は、

しばしばインフォーマルな行政指導の形をと

り、すべての民間主体が共有するものとはな

らない。

　これに対し、ＮＰＯは典型的に「バザール

型」である。すなわち、一つ一つのＮＰＯは、

組織としては脆弱であり、組織への帰属意識

も一般的には高くない。個々のＮＰＯが水平

的なネットワークでつながることにより、は

じめて力を発揮するというのがＮＰＯである。

多くの情報はＮＰＯ間で共有され、どのＮＰ

Ｏが何を担当するか、どのような方法でサー

ビスを供給するか、といった事項は、自然な

競争あるいは棲み分けメカニズムにゆだねら

れ、中央集権的に制御されることはない。

　以上のような対比を念頭に置くなら、情報

革命がバザール型ＮＰＯの、伽藍型官僚機構

に対する比較優位を強めたとしても、いささ

かも不思議ではない。
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問６．ＮＰＯはどこから収入を得ているか？

  ＮＰＯが活動を行うための収入源は、大き

く、会費・料金、公的補助、民間寄付に分け

ることができる。

  会費や料金による収入は、日本のＮＰＯの

収入全体の 52％を占める、重要な収入源であ

る。これをＮＰＯの自主財源が豊富で、自立

していると解釈するのは間違いで、むしろ、

他の財源が乏しく、会費・料金収入に依存せ

ざるをえないというのが実態であろう。

　政府・公共セクターからＮＰＯには、様々

なかたちで資金が流入している。それは、補

助金という名称の場合もあれば、助成金、交

付金、委託調査など異なる名称が使われるが、

事実上、補助金という場合もある。こうした

広い意味の政府補助は、日本のＮＰＯの収入

の 45％を占める。ＮＰＯは、どこの国でも政

府からの補助金なしでは活動を継続すること

は難しい。ＮＰＯが自立していると見なされ

ているアメリカでさえ、ＮＰＯの収入の３割

が政府補助である。

寄付の出し手である個人や法人は、直接Ｎ

ＰＯに寄付をする場合と、一度財団などに寄

付をして、その財団がＮＰＯに資金提供する

場合がある。これら直接・間接の民間寄付を

受け入れることは、ＮＰＯであることの証し

の一つであるが、金額自体は、他の収入源に

比較すると小さい。日本の非営利セクター全

体でみると、収入の３％足らずを占めるにす

ぎない。これは、国際的にみてもかなり低い

と言えるだろう（次ページ図２）。

問７．日本人はボランティア精神が希薄？

  阪神大震災では、1,700 億円の義援金が寄

せられ、またのべ 100 万人を超えるボランテ

ィアが集まり復旧・復興に力を発揮した。し

かし、こうした災害時にみられるはなばなし

い活躍の割には、ボランティアの底辺は必ず

しも顕著に広がっているわけではないようだ。

寄付とボランティアは、個人や営利企業に

よるＮＰＯへの支援方法としてもっとも一般

的なものである。われわれは、社会貢献をし

ようとする場合、直接ボランティア労働を提

供するか、またはふつうに働いて所得を稼ぎ、

その所得のなかからお金のかたちで寄付をす

るかという選択を行っているのである。

  企業の寄付は、税務統計によれば、1997 年

で 5,740 億円に上る。法人所得に占める割合

は、平均すると１％程度である。このうちに

は、政治献金などの寄付も含まれており、実

際、ＮＰＯに対する公益寄付はこれより少な

いと思われる。経団連が実施した企業の社会

貢献に関する調査によれば、回答企業（大企

業中心）が社会貢献のために支出した寄付は、

1,027 億円（1997 年度）となっている。

  これに対して、個人の寄付のうち、申告に

よって所得控除の適用を受けたものは、366

億円にすぎない。しかし、これは個人寄付の

ほんの一部にすぎない。日本の場合、個人が

寄付をしても、所得控除の対象となる団体は

限られているし、しかも年間１万円を超える
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部分だけが控除対象になるからである。おま

けに、ふつうの勤労者の場合、申告納税する

人は例外的であるから、少額の寄付のために

還付申告をしようと税務署に足を運ぶ人は少

数であろう。

  こうした税務統計では把握されない少額寄

付も含めた個人寄付の総額は、年間数千億円

になるとみられる。たとえば、『全国消費実態

調査』によると、94 年の１世帯当たり年間寄

付額は、4,260 円であり、これに世帯数を乗

図２ ＮＰＯの収入構造の国際比較（95年）
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じて全国全世帯の総寄付額を推計すると、

1,800 億円程度にはなるとみられる。

一方、ＮＰＯ研究フォーラムが 96 年に首都

圏で実施した調査をもとに全国の個人寄付総

額を推計すると、9,000 億円を上回る規模に

なる。

  ボランティアについては、信頼できる統計

が乏しいが、『社会生活基本調査』が、社会奉

仕を含む社会的活動についての情報を提供す

る。これによると、96 年１年間にボランティ

アに参加した者は、国民全体の４人に１人で

ある。これは一見多いようにみえるが、アメ

リカなどと比較すると、活動頻度が低く、ま

た平均活動時間が短いという特徴がある。

  また、ＮＰＯ研究フォーラムの首都圏にお

ける調査では、ボランティア参加者は、回答

者の 21％、参加者の年間平均参加日数は 2.1

日、参加した日の平均参加時間は、5.8 時間

というところである。これをもとに、日本全

体のボランティアのマンパワーを、フルタイ

ム労働者に換算すると、およそ 100 万人にな

り、さらにこれを金銭換算すると３兆円を上

回る（全産業平均のフルタイム賃金を用いて

換算）。このように、ボランティア労働の経済

価値は巨大であり、金銭の形での寄付をはる

かにしのぐものであることは注目されてよい

だろう。

  潜在的なボランティア精神を有効に引き出

すには、企業のボランティア休暇制度の充実

や寄付・ボランティア税制の整備など、制度

面での進展が欠かせない。

問８．ＮＰＯに税制優遇を与えるべきか？

  特定非営利活動促進法（いわゆるＮＰＯ法）

が 98 年 12 月に施行されてから約１年半が経

過した。この間、すでに二千を超える団体が

特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）として認

証されている。ＮＰＯ法の目的は、それまで

きわめて難しかった草の根ＮＰＯの法人格取

得を容易にし、ＮＰＯ活動の発展を促そうと

することにある。

  この法律では、保健・医療・福祉、社会教

育、まちづくり、文化・芸術・スポーツ、環

境、災害救援、国際協力など、法律に列挙さ

れた 12 の目的のいずれかを主たる活動目的

とする団体を、都道府県知事（事務所を複数

の都道府県に置く場合は経済企画庁）がＮＰ

Ｏ法人として認証する。民法の公益法人制度

のように主務官庁が大きな裁量権を持つ許可

制ではなく、できるだけ明文化されたルール

に基づく「準則主義」に近い形で法人化を認

めようとしていることがこの法律の重要な特

徴である。

　ＮＰＯ法では、様々な活動を行う草の根Ｎ

ＰＯの法人化を、できるだけ広くかつ簡便に

認めたいということから、ＮＰＯに対する税

制上の優遇措置は必要最小限のものにとどま

っており、民法上の公益法人などと比較して

も、いくつかの点で冷遇されている。

  わたし自身のＮＰＯに対する課税の基本的

考え方は次のとおりである。

まず、組織自体に対する課税については、

公共財としての性格が強く、大きな社会的利

益をもたらすような事業あるいはそれを手が

けるＮＰＯ法人に対しては、法人税や事業税
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の減免を拡充し、制度的に支援することが望

ましいと考える。

  次に、ＮＰＯ法人へ寄付をした場合に寄付

者に税制上のインセンティブを与えるべきか

どうか。現行税制では、寄付者が法人の場合、

所得金額と資本等の金額によって決まる上限

まで損金算入できることとされているが、個

人がＮＰＯ法人に寄付をした場合には、税負

担が軽減されるということはない。

　しかし、ＮＰＯ法人の全部または一部が公

共財を供給する役割を果たしているとすれば、

それら法人に寄付をした法人または個人に対

し、税負担を軽減する形で寄付の誘因を与え

ることは正当化されるだろう。

それでは、どのような条件を満たすＮＰＯ

法人に関して寄付控除を認めるべきだろうか。

現行制度のように何が公益かを官僚が判定す

ることは避けるべきであり、何らかの客観的

な基準を設け、それをクリアしたＮＰＯ法人

を寄付控除対象とするのが望ましい。

　ポイントは、このような客観的な基準をど

のように設定するかということである。この

点で、アメリカで「パブリック・チャリティ」

という寄付控除対象ＮＰＯを認定する際に用

いられる「パブリック・サポート・テスト」

は参考になるだろう。

日本でも、事業内容、ディスクロージャー

の程度および厳密さ、活動実績、収入源の多

様性などの観点から、いくつかの客観的な

レーティング・システムを設けて、一定以上

の得点の高いＮＰＯ法人を寄付控除対象ＮＰ

Ｏ法人に認定する、あるいは得点に応じて認

定期間を変えるといった課税システムを設計

することは十分可能であろう。

  もっとも、このような基準を設けたとして

も、ボーダーラインケースについて白黒を判

断するという作業は依然として必要だろう。

したがって、イギリスのチャリティ・コミッ

ションのような中立的な第三者機関を設置し

て、その機関が、ＮＰＯ法人のうち、寄付控

除の対象となる適格団体を選定するような仕

組みを構築することが望ましい。

　次に、どのような形で、どの程度のインセ

ンティブを与えるかという問題がある。現行

制度でも、特定公益増進法人と呼ばれる一部

の公益法人等に対して個人が寄付をした場合

には、年間寄付額のうち１万円を超える部分

につき、一定限度まで所得控除が認められて

いる。

　わたしの案は、一定の客観的要件を満たす

ＮＰＯ法人に寄付をした場合には、寄付額の

一定割合（たとえば 30％）の税額控除を認め

るべきだというものである。所得控除の場合、

限界税率の低い低所得者ほど寄付による税負

担の軽減が小さくなり、また限界税率の引き

下げによりインセンティブ効果が弱まるとい

った問題点があるため、税額控除の方が望ま

しいと考えている。

いずれにしても、こうした制度の設計にあ

たっては、ルールを明確化し、制度運用の裁

量性を減らすことが重要である。また、公益

法人の許可のような官僚による事前規制を可

能な限り撤廃し、徹底したディスクロージ

ャーを通じた市民的監視に切り替えることが

必要である。これらによって、官僚による裁

量の余地を減らし、ＮＰＯの自立を促すとと

もに、ＮＰＯと政府・行政との健全なパート

ナーシップを築くことが可能になるだろう。
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むすび

  日本のＮＰＯは新しい世紀に向けて重要な

岐路に立っている。期待に応えて新しい経済

社会の担い手に育つか、あるいはこのまま期

待倒れに終わるか、という分岐点である。

鍵を握るのはＮＰＯ制度改革の行方である。

1998年のＮＰＯ法の制定が制度改革の第１弾

だとすれば、ＮＰＯ税制改革は制度改革の第

２弾である。ＮＰＯ法制定時に、附則や附帯

決議で見直しを行うことが宣言され、それに

従えば、ＮＰＯ支援税制のあり方を含め、今

年中に結論を出すことになっている。

この原稿を執筆している時点では、ＮＰＯ

税制改革に関する議論はまだ始まったばかり

であり、今年中に本当に結論を出せるのか、

予断を許さない情勢である。

重要な点は、日本のＮＰＯに関する正しい

現状認識の下に、広範な議論が行なわれ、そ

れを集約する形で制度改革の方向付けが行な

われるべきだということである。本稿がその

一助になれば幸いである。
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